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Ｂ 走行距離大 

① 自家用自動車(別表第６適用車) 

：１０，０００ｋｍ以上/６か月、走行する場合 

② 事業用自動車(別表第３適用車) 

：１０，０００ｋｍ以上/１か月、走行する場合 

③ 二輪自動車(別表第７適用車) 

：３，０００ｋｍ以上/６か月、走行する場合 

Ｃ 山道、登降坂路 
走行距離の３０％以上が次の条件に該当する場合 

・登り下りの走行が多く、ブレーキ使用回数が多い場合 

Ｄ 短距離走行の繰返し １回の走行距離が８ｋｍ以下の場合 

Ｅ 低速走行の繰返し 
走行距離の３０％以上が次の条件に該当する場合 

・２０ｋｍ/ｈ以下の走行が多い場合 

Ｆ 高地走行が多い 
走行距離の３０％以上が次の条件に該当する場合 

・高度２，０００ｍ以上の走行が多い場合 

Ｇ 
長時間アイドリング 

(ディーゼル車を除く) 

１回の運転で走行頻度に対しアイドリング時間が長い場合 

・(目安)１日のアイドリングでの累計時間が２時間程度 

上記例のように、メーカーが指定した一定条件(二輪自動車は条件Ａ～Ｃを適用)に該当した

場合、シビアコンディションとなり、指示された点検や部品の交換を実施する必要がある。 

 

（３）リコール車対策の取扱い 

リコール車対策について、対策済又は非該当の場合においては、記録簿の｢リコール車対策(対

策済・非該当)｣欄の「対策済」又は｢非該当｣のいずれか該当する方を〇で囲む。 

なお、リコールの該当車両で、リコール対策が未実施の場合については、｢リコール車対策(対

策済・非該当)｣欄のいずれにも該当しないため未記入とする。 

 

（４）ＮＲ装置の有無の確認 

① 大型トラクタの場合、速度制限装置(ＮＲ装置)の装着の有無を確認し、装着されている場

合には、｢ＮＲ装置(有・無)｣欄の｢有｣を〇で囲む。 

② 大型トラクタで速度制限装置(ＮＲ装置)が装着された車両については、｢速度制限装置の

機能確認等に係る細部取扱いについて｣により機能確認を行い、様式１｢ＮＲ装置の機能確認

検査表｣により検査結果を記録し、検査の日から１年間保存する。 

 

【例】事業用自動車等(別表第３)及び自家用貨物車等(別表第５) 

 

 

  

リコール対策が未実施の場合については未記入 ＮＲ装置無しのため未記入 


